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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｐを０．０３１原子％以上０．０４５原子％以下、またはＢｅ，Ｂ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，
Ｃｅの１種以上およびＰを総計で０．０３１原子％以上０．０４５原子％以下含み、さら
にＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上を総計で０．０５原子％以上５．００原子％以下含み、残
部がＡｇおよび不可避不純物からなることを特徴とする半導体装置用ボンディングワイヤ
。
【請求項２】
　さらにＮｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕの１種以上を総計で０．０１原子％以上５
．００原子％以下含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用ボンディングワイ
ヤ。
【請求項３】
　ワイヤ軸に垂直な断面における平均結晶粒径が０．２μｍ以上３．５μｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
【請求項４】
　前記ボンディングワイヤのワイヤ軸を含むワイヤ軸に平行な断面におけるワイヤ軸方向
の結晶方位を測定した結果、前記ボンディングワイヤのワイヤ軸方向に対して角度差が１
５度以下である＜１００＞結晶方位の存在比率が、測定領域の面積に対して、ボンディン
グワイヤのワイヤ軸方向に対して角度差が１５度以下である＜１００＞結晶方位を有する
領域が占める面積の比率で３０％以上１００％以下であることを特徴とする請求項１～３
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のいずれか１項に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
【請求項５】
　Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上を総計で２．００原子％以下含むことを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子上の電極と外部リード等の回路配線基板の配線を接続するために
利用される半導体装置用ボンディングワイヤに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体素子上の電極と外部リードの間を接合する半導体装置用ボンディングワイ
ヤ（以下、ボンディングワイヤ、または単にワイヤという場合がある。）として、線径１
５～５０μｍ程度の細線が主として使用されている。ボンディングワイヤの接合方法は超
音波併用熱圧着方式が一般的であり、汎用ボンディング装置、ボンディングワイヤをその
内部に通して接続するキャピラリ冶具等が用いられる。ボンディングワイヤの接合プロセ
スは、以下のとおりである。まず、ワイヤ先端をアーク入熱で加熱溶融し、表面張力によ
りボールを形成した後に、１５０～３００℃の範囲内で加熱した半導体素子の電極上にこ
のボール部を圧着接合（以下、ボール接合という）する。次にループを形成した後、外部
リード側の電極にワイヤ部を圧着接合（以下、ウェッジ接合という）することで完了する
。ボンディングワイヤの接合相手である半導体素子上の電極には、Ｓｉ基板上にＡｌを主
体とする合金膜を成膜した電極構造、外部リード側の電極にはＡｇめっき、Ｐｄめっきな
どを施した電極構造が用いられることが多い。
【０００３】
　ボンディングワイヤには、優れたボール形成性、ボール接合性、ウェッジ接合性、ルー
プ形成性などが要求される。これらの要求性能を総合的に満足するボンディングワイヤの
材料としてＡｕが主に用いられてきた。しかし、Ａｕは高価であるため、材料費が安価な
他種金属が所望されている。Ａｕに代わる低コストのワイヤ素材として、Ｃｕ（銅）が検
討されている。Ａｕと比べてＣｕは酸化されやすいことから、特許文献１では、芯材と被
覆層（外周部）の２層ボンディングワイヤとして、芯材にＣｕを、被覆層にＰｄ（パラジ
ウム）を使用する例が示されている。
【０００４】
　ＣｕワイヤあるいはＰｄ被覆Ｃｕワイヤは、接合後の硬度が高いため、より硬度の低い
材料が要請されている。Ａｕと同等以上の電気伝導性を有し、Ｃｕよりも硬度が低い元素
であって、さらに耐酸化性を有している元素としてＡｇ（銀）があげられる。
【０００５】
　しかしながら、Ａｇを用いたボンディングワイヤ（以下、Ａｇボンディングワイヤとい
う）は、高密度実装において接合信頼性やループの安定性が低いという課題があった。接
合信頼性評価は、実際の半導体デバイスの使用環境における接合部寿命を評価する目的で
行われる。一般的に接合信頼性評価には高温放置試験、高温高湿試験が用いられる。Ａｇ
ボンディングワイヤは、Ａｕを用いたボンディングワイヤ（以下、Ａｕボンディングワイ
ヤという）に比べて、高温高湿試験におけるボール接合部の寿命が劣ることが課題であっ
た。高密度実装では、小ボール接合が行われることから接合に寄与する面積が小さくなる
ため接合部の寿命を確保することがより一層困難となる。
【０００６】
　特許文献２には、Ａｇを主体とするＡｇ－Ａｕ－Ｐｄ三元合金系ボンディングワイヤが
開示されている。当該ボンディングワイヤは連続ダイス伸線前に焼鈍熱処理がされ、連続
ダイス伸線後に調質熱処理がされ、窒素雰囲気中でボールボンディングされる。これによ
り、高温、高湿および高圧下の過酷な使用環境下で使用されても、アルミパッドとの接続
信頼性を維持することができるとしている。
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【０００７】
　高温高湿試験は温度が１２１℃、相対湿度が１００％の条件で行うＰＣＴ（Pressure C
ooker Test）と呼ばれる試験が一般的に用いられる。近年では、さらに厳しい評価方法と
して温度が１３０℃、相対湿度が８５％の条件で行うＨＡＳＴ（Highly Accelerated tem
perature and humidity Stress Test）と呼ばれる試験が用いられることが多い。高密度
実装用の半導体デバイスは、動作環境を想定した場合、ＨＡＳＴにおいて３００時間以上
経過後も正常に動作することが求められる。Ａｇボンディングワイヤは、ＨＡＳＴにおい
てボール接合部の寿命が問題となっていた。Ａｇボンディングワイヤは、高温高湿環境に
曝されることで、ボール接合部において剥離が発生し、電気的な接続が失われて半導体デ
バイスの故障の原因となる。
【０００８】
　特許文献３には、Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上を総計で０．０５～５原子％含み、残部
がＡｇおよび不可避不純物からなる半導体装置用ボンディングワイヤが開示されている。
これにより、高密度実装に要求される接合信頼性を改善することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】再公表ＷＯ２００２－２３６１８公報
【特許文献２】特開２０１２－１６９３７４号公報
【特許文献３】特許第５８３９７６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　隣接するボンディングワイヤの間隔が狭くなる狭ピッチ化が進行している。これに対応
するボンディングワイヤへの要求として、細線化、高強度化、ループ制御、接合性の向上
等が求められる。半導体実装の高密度化によりループ形状は複雑化している。ループ形状
の分類として、ループ高さ、ボンディングのワイヤ長さ（スパン）が指標となる。最新の
半導体では、一つのパッケージ内部に、高ループと低ループ、短いスパンと長いスパン等
、相反するループ形成を混載させるケースが増えている。
【００１１】
　高密度実装では、狭ピッチ化に対応するため通常よりも小さなボールを形成して接合（
小ボール接合）することが多い。ボンディングワイヤは、小ボール接合の場合でもボール
接合部の十分で安定した接合強度が要求される。また、ボール接合のためにボンディング
ワイヤ先端に形成するＦＡＢ（Free Air Ball）形状が良好であることも要求される。
【００１２】
　多ピン・狭ピッチ化により、一つの半導体装置内にワイヤ長、ループ高さが異なるワイ
ヤ接続が混載することが行われている。ループ高さが低い低ループを形成すると、ボンデ
ィング部のネックダメージが発生しやすくなる。また、狭ピッチ化すると、ボール直立部
のリーニング不良が発生することがある。リーニング不良とは、ボール接合近傍のワイヤ
直立部が倒れて、隣接ワイヤとの間隔が接近する現象である。低ループ特性やリーニング
特性を改善するワイヤ材料が求められる。
【００１３】
　本発明は、Ａｇを主成分とする半導体装置用ボンディングワイヤにおいて、高密度実装
に要求される接合信頼性を確保すると同時に、ボール接合部の十分で安定した接合強度を
実現し、低ループにおいてもネックダメージを発生させず、リーニング特性が良好であり
、ＦＡＢ形状が良好である半導体装置用ボンディングワイヤを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　即ち、本発明の要旨とするところは以下のとおりである。
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（１）
　Ｂｅ，Ｂ，Ｐ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，Ｃｅの１種以上を総計で０．０３１原子％～０．１８
０原子％含み、さらにＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上を総計で０．０５原子％～５．００原
子％含み、残部がＡｇおよび不可避不純物からなることを特徴とする半導体装置用ボンデ
ィングワイヤ。
（２）
　さらにＮｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕの１種以上を総計で０．０１原子％～５．
００原子％含むことを特徴とする上記（１）に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
　ここで、Ｎｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕは、前記Ａｇの一部に代えて含まれる。
（３）
　金属元素の原子数の総計に対するＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの原子数の総計の比を第２元素原子
比率とするとき、ワイヤ表面から深さ方向に０ｎｍ～１ｎｍの領域（ワイヤ表層部）にお
ける第２元素原子比率が、ワイヤ表面から深さ方向に１ｎｍ～１０ｎｍの領域（ワイヤ表
層下部）における第２元素原子比率の１．１倍以上であることを特徴とする上記（１）又
は（２）に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
（４）
　金属元素の原子数の総計に対するＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの原子数の総計の比を第２元素原子
比率とするとき、ワイヤ表面から深さ方向に０～１０ｎｍの領域（ワイヤ表面部）におけ
る第２元素原子比率が、ワイヤ表面から深さ方向に２０ｎｍ～３０ｎｍの領域（ワイヤ内
部）における第２元素原子比率の２倍以上であることを特徴とする上記（１）～（３）の
いずれか１つに記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
（５）
　ワイヤ軸に垂直な断面における平均結晶粒径が０．２μｍ～３．５μｍであることを特
徴とする上記（１）～（４）のいずれか１つに記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
（６）
　前記ボンディングワイヤのワイヤ軸を含むワイヤ軸に平行な断面におけるワイヤ軸方向
の結晶方位を測定した結果、前記ボンディングワイヤのワイヤ軸方向に対して角度差が１
５度以下である＜１００＞結晶方位の存在比率が、面積率で３０％以上１００％以下であ
ることを特徴とする上記（１）～（５）のいずれか１つに記載の半導体装置用ボンディン
グワイヤ。
（７）
　Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上を総計で２．００原子％以下含むことを特徴とする（１）
～（６）のいずれか１項に記載の半導体装置用ボンディングワイヤ。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の半導体装置用のＡｇボンディングワイヤは、Ｂｅ，Ｂ，Ｐ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，
Ｃｅの１種以上を総計で０．０３１原子％～０．１８０原子％含み、さらにＩｎ，Ｇａ，
Ｃｄの１種以上を総計で０．０５原子％～５．００原子％含むことにより、ボール部接合
界面における金属間化合物層を十分に形成してボール接合部の接合強度を確保することが
できる。さらに、低ループにおいてもネックダメージを発生させず、リーニング特性が良
好であり、ＦＡＢ形状が良好である半導体装置用ボンディングワイヤとすることができる
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、Ｂｅ，Ｂ，Ｐ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，Ｃｅの１種以上（以下「第１元素群」とも
いう。）を総計で０．０３１原子％～０．１８０原子％含み、さらにＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの
１種以上（以下「第２元素群」ともいう。）を総計で０．０５原子％～５．００原子％含
み、残部がＡｇおよび不可避不純物からなることを特徴とする半導体装置用ボンディング
ワイヤである。なお、本明細書において、成分の含有量（％）は、特に断りのない限り原
子％を示す。
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【００１７】
　《第１元素群（Ｂｅ，Ｂ，Ｐ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，Ｃｅ）》
　ＡｇボンディングワイヤをＡｌ電極にボール接合したとき、アルミ電極とボール部との
接合界面（以下「ボール部接合界面」という。）にはＡｇ－Ａｌ金属間化合物が生成され
る。本発明において、ボール接合部の十分で安定した接合強度を実現するためには、ボー
ル部接合界面に安定した金属間化合物層が形成されていることが必要である。しかし、従
来のＡｇボンディングワイヤを用いた場合、ボール部接合界面の金属間化合物層の生成が
不十分であった。
【００１８】
　そこで、ボンディングワイヤ中にＢｅ，Ｂ，Ｐ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，Ｃｅの１種以上（第
１元素群）を総計で０．０３１原子％以上含有することにより、ボール部接合界面におけ
る金属間化合物のカバー率を９０％超とすることができることが分かった。その結果、ボ
ール接合部の十分で安定した接合強度が得られる。第１元素群を０．０３１原子％以上０
．１８０原子％以下の範囲で含有することにより、ＡｇボンディングワイヤをＡｌ電極に
ボール接合するに際し、初期接合時のＡｇとＡｌの親和性が高まり、ボール部接合界面に
おけるＡｇ－Ａｌ金属間化合物生成を促進しているものと推定される。
　第１元素群の元素が０．０３１原子％未満の場合は、Ａｇ－Ａｌ金属間化合物が十分に
生成されず、十分なボール接合強度が得られない。一方、第１元素群の元素が０．１８０
原子％を超えて含有すると、ＦＡＢ形状が悪化する。
　第１元素群の元素含有量の下限は、好ましくは０．０６０原子％、さらに好ましくは０
．０９０原子％であるとよい。第１元素群の元素含有量の上限は、好ましくは０．１８０
原子％、さらに好ましくは０．１７０原子％であるとよい。
【００１９】
　半導体装置のワイヤ接合において、ループ高さの低い低ループ接合を行うと、ネック部
に損傷が発生しやすい。その結果、プル強度が低下する場合があった。第１元素群の元素
を０．０３１原子％以上０．１８０原子％以下の範囲で含有することにより、低ループ接
合においてもネック部の損傷を防止することができ、低ループ接合を安定して行うことも
可能となる。ボンディングワイヤにおけるボール部付近の熱影響部（ＨＡＺ部）の結晶が
微細化し、それによって低ループ接合におけるネック部の損傷が低減したものと推定され
る。
【００２０】
　また、ワイヤ接合を狭ピッチ化すると、ボール直立部のリーニング不良が発生すること
がある。特にＡｇボンディングワイヤは硬度が低いため、リーニング不良が発生しやすい
。第１元素群の元素を０．０３１原子％以上０．１８０原子％以下の範囲で含有すること
により、狭ピッチ化した場合でもリーニング不良の発生を防止することも可能となる。Ａ
ｇボンディングワイヤに第１元素群を含有することにより、ワイヤの破断強度が増大し、
それによってリーニング不良が低減したものと推定される。
【００２１】
　さらに、第１元素群の元素を０．０３１原子％以上０．１８０原子％以下の範囲で含有
することにより、ＦＡＢ形状を改善し、ＦＡＢの偏芯や異形ＦＡＢの発生比率を低減する
こともできる。
【００２２】
　《第２元素群（Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄ）》
　ＡｇボンディングワイヤをＡｌ電極にボール接合し、温度が１３０℃、相対湿度が８５
％の条件で高温高湿試験（ＨＡＳＴ試験）を行ったときに、ボール接合部のシェア強度が
初期シェア強度の１／３になるまでの時間をボール接合部寿命として評価している。従来
のＩｎ，Ｇａ，Ｃｄを含有しないＡｇボンディングワイヤでは１５０時間未満のボール接
合部寿命しか得られない。これに対し、本発明者らは、Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上（第
２元素群）を総計で０．０５原子％以上含有することにより、同じＨＡＳＴ試験において
３００時間以上のボール接合部寿命を得ることができることを見出した。
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【００２３】
　一方、第２元素群の元素を総計で５．００原子％超含有すると、ボンディング工程中の
ボール接合の際に応力が集中してチップダメージが発生し易くなる。そのため、Ｉｎ，Ｇ
ａ，Ｃｄの１種以上（第２元素群）を総計で５．００原子％以下にするとよい。
　第２元素群の元素含有量の下限は、好ましくは０．１０原子％、さらに好ましくは０．
５０原子％であるとよい。第２元素群の元素含有量の上限は、好ましくは３．００原子％
、さらに好ましくは２．００原子％であるとよい。
【００２４】
　《第３元素群（Ｎｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕ）》
　本発明者らは、さらにＮｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕの１種以上（以下「第３元
素群」ともいう。）を総計で０．０１原子％～５．００原子％含むことでボンディングワ
イヤの使用寿命をさらに改善できることを見出した。Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄの１種以上（第２
元素群）の元素と結合力が強い元素である第３元素群を複合添加することは、経時劣化に
対して有効である。
【００２５】
　従来のボンディングワイヤは、時間の経過にともなって表面に硫黄原子が吸着し、ボー
ル形成性などの性能が低下することがあった。ボンディングワイヤ表面の硫黄原子の吸着
を抑制する（すなわち、耐硫化性を向上させること。）ためには、ボンディングワイヤ表
面の活性を低下させる手法が有効である。例えば、ボンディングワイヤ表面のＡｇ原子を
Ａｇに比べて硫黄との吸着能が低い元素で置換すれば良い。本発明に係るＡｇボンディン
グワイヤの表面にはＩｎ，Ｇａ，Ｃｄ（第２元素群）が存在することから、これらの元素
と結合力の強い元素を添加することでより効率的に耐硫化性を向上させることができる。
【００２６】
　すなわち、本発明のＡｇボンディングワイヤは、Ｎｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕ
の１種以上（第３元素群）を含むことで耐硫化性が向上し、ボンディングワイヤの使用寿
命を改善できる。第３元素群元素の含有量が０．０１原子％未満の場合は上記の効果が期
待できない。第３元素群元素の含有量が５．００原子％超の場合は、ワイヤ表面へのアー
ク放電による入熱が不安定になり、真球性の高いボールが得られなくなるため実用に適さ
ない。好ましくは、第３元素群元素の含有量が０．５原子％～３．００原子％であればよ
り高い効果が得られる。これは、アーク放電による入熱のばらつきを、より抑制できるた
めである。
【００２７】
　ボンディングワイヤに含まれる元素の含有量分析には、ＩＣＰ発光分光分析装置等を利
用することができる。ボンディングワイヤの表面に酸素や炭素などの元素が吸着している
場合には、解析を行う前に表面から２ｎｍの領域をスパッタ等で削ってから含有量を測定
しても良い。若しくは、ワイヤ表面を酸洗してから含有量を測定してもよい。
【００２８】
　《ワイヤ表面合金濃度勾配によるウェッジ接合性改善》
　本発明のＡｇボンディングワイヤは、ボンディングワイヤ表面部（ボンディングワイヤ
の表面から深さ方向に０～１０ｎｍの領域）のＩｎ，Ｇａ，Ｃｄ（第２元素群）の原子数
の総計が、その領域での金属元素の原子数の総計に対する比である第２元素原子比率が、
ボンディングワイヤ内部（ボンディングワイヤ表面から深さ方向に２０ｎｍ～３０ｎｍの
領域）の第２元素原子比率の２倍以上であると好ましい。これによってウェッジ接合性を
改善できる。この第２元素原子比率ついてのボンディングワイヤ表面部と内部の比率の上
限は特に限定されるものではないが、４倍であっても問題はない。すなわち、第２元素原
子比率は、ある領域の金属元素の原子数の総計に対する、Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄ（第２元素群
）の原子数の総計の比として定義する。
第２元素原子比率＝（Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄの原子数の総計）／（金属元素の原子数の総計）
【００２９】
　ボンディングワイヤ表面からワイヤの中心軸（ワイヤ軸）に向かう半径方向（以下、深
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さ方向という。）の含有量分析は、オージェ電子分光分析装置を用いることができる。ま
ず、ボンディングワイヤの表面からスパッタ等で削りながら含有量測定を行い、深さ方向
の含有量プロファイルを取得する。含有量プロファイルを取得する対象の元素は、例えば
Ａｇと第１～３元素群で添加した元素とすればよい。ワイヤ表面から深さ方向に対して０
～１０ｎｍの領域、２０～３０ｎｍの領域（以下、深さ０～１０ｎｍ、深さ２０～３０ｎ
ｍなどという。）に分けて、各領域におけるそれぞれの元素の平均濃度を求め、各領域に
おけるそれぞれの元素の濃度とする。
【００３０】
　ウェッジ接合では、ボンディングワイヤを変形させて接合面積を確保するため、ボンデ
ィングワイヤの表面部が軟質であるほど接合面積の確保が容易になり、高い接合強度が得
られる。したがって、ボンディングワイヤの内部に対して、ボンディングワイヤの表面部
にＡｇよりも軟質な元素を濃化させる技術が有効である。ここで、ボンディングワイヤの
内部をワイヤ表面から深さ２０ｎｍ～３０ｎｍの領域（ワイヤ内部）、ボンディングワイ
ヤの表面部をワイヤ表面から深さ０～１０ｎｍの領域（ワイヤ表面部）として、以下説明
する。
【００３１】
　ボンディングワイヤ表面部の第２元素原子比率が、ボンディングワイヤ内部の第２元素
原子比率の２倍以上であれば、ウェッジ接合部において高い接合強度が得られる。すなわ
ち、深さ０～１０ｎｍの第２元素原子比率をＸ0-10nm、深さ２０～３０ｎｍの第２元素原
子比率をＸ20-30nmとすれば、Ｘ0-10nm／Ｘ20-30nm≧２が成立すれば、ウェッジ接合部に
おいて高い接合強度が得られる。Ｘ0-10nm／Ｘ20-30nm＜２の場合は、上記効果が期待で
きない。
【００３２】
≪ボンディングワイヤの製造方法≫
　ボンディングワイヤの製造方法について説明する。ボンディングワイヤは、ダイスを用
いて連続的に伸線加工等を行う。この際、２００℃～５００℃の中間熱処理と伸線加工を
繰返し行い最終線径に至るまで加工を行う。ここで、２００℃～５００℃の中間熱処理の
回数を３回以上行うことで、ワイヤ表面部の第２元素原子比率を、ワイヤ内部の第２元素
原子比率に対して、２倍以上に高くすることができる。好ましくは中間熱処理温度が１回
目は２００℃～３３０℃、２回目は２５０℃～４００℃、３回目以降は３５０℃～５００
℃の範囲で行うことがより効果的である。これは上記の熱処理によって、添加した元素が
ボンディングワイヤの表面に拡散するからである。
【００３３】
≪ワイヤ結晶粒径改善によるワイヤの繰出し性改善≫
　本発明のＡｇボンディングワイヤはさらに、ワイヤ軸に垂直な断面における平均結晶粒
径が０．２μｍ～３．５μｍであると好ましい。これによってワイヤの繰出し性が改善で
きる。ここでワイヤ軸とは、ボンディングワイヤの断面中心を通り、長手方向に平行な軸
（ワイヤ中心軸ともいう。）である。
【００３４】
　ワイヤ断面を露出させる方法は、例えば、機械研磨、イオンエッチング法等を利用する
ことができる。平均結晶粒径を求める方法は、例えば後方散乱電子線回折法（ＥＢＳＤ：
Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｅｄ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）を用いるこ
とができる。ＥＢＳＤ法は隣り合う測定点間の結晶方位差を求めることで、結晶粒界を判
定することができる。結晶粒界は方位差が１５度以上のものを大傾角粒界と定義し、大傾
角粒界に囲まれた領域を１つの結晶粒とした。結晶粒径は、専用の解析ソフト（例えば、
ＴＳＬソリューションズ社製ＯＩＭ　ａｎａｌｙｓｉｓ等）によって結晶粒の面積を算出
し、その面積を円と仮定したときの直径とした。
【００３５】
　ボンディングワイヤを接合する際には、ボンディングワイヤをスプールと呼ばれる円柱
状の冶具に巻取った状態から少量ずつ繰り出して使用する。繰り出しを行うときにはボン
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ディングワイヤにはワイヤ軸方向に張力がかかるため、ボンディングワイヤが変形して線
径が細くなってしまう恐れがある。このような現象を防ぐためには、ワイヤ軸と垂直方向
に働くせん断応力に対する強度を確保する必要がある。せん断応力に対する強度を確保す
る方法としては、ワイヤ軸に垂直な断面における結晶粒径を小さくすることが有効である
。
【００３６】
　本発明において、ボンディングワイヤのワイヤ軸に垂直な断面における平均結晶粒径が
０．２μｍ～３．５μｍであることで高い繰り出し性能が得られる。平均結晶粒径が３．
５μｍ超では、引張応力によりワイヤが局部的に変形してしまうため、上記の効果が得ら
れない。前記平均結晶粒径が０．２μｍ未満では、ボンディングワイヤが必要以上に硬質
化してしまうためキャピラリとの接触部における摩耗が激しくなるため実用に適さない。
好ましくは、前記平均結晶粒径が０．４μｍ～３．０μｍであればより高い効果が得られ
る。０．５μｍ～２．５μｍであればさらに好ましい。
【００３７】
　前述のように、ダイスを用いて連続的に伸線加工等を行うに際し、２００℃～５００℃
の中間熱処理と伸線加工を繰返し行うことによって最終線径に至るまで加工を行う。ここ
において、中間熱処理を実施する線径をφ５０μｍ～φ１００μｍ以上とすることで、ワ
イヤ軸に垂直な方向の断面における平均結晶粒径を０．２μｍ～３．５μｍに制御できる
。これは、再結晶時の結晶粒成長を制御できる効果によるものである。
【００３８】
≪ワイヤ軸方向結晶方位とウェッジ接合性改善≫
　ボンディングワイヤのワイヤ軸を含むワイヤ軸に平行な断面（ワイヤ中心断面）の結晶
方位を測定したときの測定結果において、ボンディングワイヤのワイヤ軸方向に対して角
度差が１５度以下である＜１００＞結晶方位の存在比率（以下、＜１００＞存在比率とい
う。）が面積率で、３０％以上１００％以下であると好ましい。これによりウェッジ接合
性をさらに改善できる。
【００３９】
　ウェッジ接合性に関しては、ボンディングワイヤのワイヤ中心断面において、＜１００
＞存在比率を増加させることで接合部の変形が促進でき、高い接合強度が得られる。上記
効果を得るためには、＜１００＞存在比率が３０％以上を占めればよい。＜１００＞存在
比率が３０％未満では、接合部の変形が不十分となり、ウェッジ接合部において高い接合
強度が得られない。
【００４０】
　ボンディングワイヤの断面を露出させる方法としては、機械研磨、イオンエッチング法
等を利用することができる。ボンディングワイヤの断面の結晶方位はＥＢＳＤ法を用いて
決定することができる。＜１００＞存在比率は、ＥＢＳＤ等を用いた結晶方位の測定領域
の面積に対して、ボンディングワイヤのワイヤ軸方向に対して角度差が１５度以下である
＜１００＞結晶方位を有する領域が占める面積の比率を算出することによって求めること
ができる。前記測定領域は、ワイヤ中心断面であって、ワイヤ軸方向長さが１００μｍあ
ればよい。
【００４１】
　ダイスを用いて連続的に伸線加工等を行うに際し、中間熱処理と伸線加工を繰返し行う
ことによって最終線径に至るまで加工を行う。ここにおいて、伸線時のワイヤ送り速度を
２００ｍ／分～３００ｍ／分とし、中間熱処理の温度を２００℃～３００℃とすることで
＜１００＞存在比率を３０％以上に増加させることができる。なお、本技術は中間熱処理
を複数回行う場合においても有効である。
【００４２】
≪ワイヤ表面合金濃度勾配とキャピラリ使用寿命改善≫
　ボンディングワイヤを繰り出す際の摩擦によって、キャピラリの内部が磨耗する。これ
に対し、ボンディングワイヤの表面の組成を制御し、ボンディングワイヤの表面の強度を
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低減させることで、キャピラリとボンディングワイヤ間の摩擦力が低減でき、キャピラリ
の使用寿命を改善できる。ワイヤ表面強度を低減させるには、ワイヤ表面におけるＩｎ、
Ｇａ、Ｃｄの少なくとも１つの元素の含有量を多くすればよい。
　すなわち、ワイヤ表層部（ボンディングワイヤの表面から深さ０～１ｎｍの領域）にお
ける第２元素原子比率が、ワイヤ表層下部（ボンディングワイヤの表面から深さ１ｎｍ～
１０ｎｍの領域）における第２元素原子比率の１．１倍以上であるとよい。これにより、
キャピラリの使用寿命が改善できる。この第２元素原子比率ついてのボンディングワイヤ
表層部と表層下部の比率の上限は特に限定されるものではないが、２倍であっても問題は
ない。
【００４３】
　つまり、ワイヤ表層部の第２元素原子比率をＸ0-1nm、ワイヤ表層下部における第２元
素原子比率をＸ1-10nmとすれば、Ｘ0-1nm／Ｘ1-10nm≧１．１であれば、優れたキャピラ
リの使用寿命が得られる。Ｘ0-1nm／Ｘ1-10nm＜１．１の場合は、上記効果が期待できな
い。
【００４４】
　伸線加工後のワイヤは最終的に破断伸びが所定の値となるよう最終熱処理を行う。ここ
で、最終熱処理後に追加熱処理を３５０℃～５００℃で０．２秒～０．５秒間実施するこ
とで、ワイヤ表層下部の第２元素原子比率に対して、ワイヤ表層部の第２元素原子比率を
１．１倍以上にすることが可能である。
【実施例】
【００４５】
　以下、実施例について詳細に説明する。原材料となるＡｇは純度が９９．９原子％以上
で、残部が不可避不純物から構成されるものを用いた。Ｂｅ，Ｂ，Ｐ，Ｃａ，Ｙ，Ｌａ，
Ｃｅ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｃｄは、純度が９９．９原子
％以上で残部が不可避不純物から構成されるものを用いた。
【００４６】
　表１－１、表１－２に示す成分組成を有するＡｇボンディングワイヤを製造した。ボン
ディングワイヤに用いるＡｇ合金は、直径がφ３ｍｍ～φ６ｍｍの円柱型に加工したカー
ボンるつぼに原料を装填し、高周波炉を用いて、真空中もしくはＮ２、Ａｒガス等の不活
性雰囲気で１０８０℃～１６００℃まで加熱して溶解させた。その後、炉冷もしくは空冷
を行った。
【００４７】
　得られたＡｇ合金に対して、引抜加工を行ってφ０．９ｍｍ～φ１．２ｍｍまで加工し
た後、ダイスを用いて連続的に伸線加工等を行うことによって、φ３００μｍ～φ６００
μｍのワイヤを作製した。このとき、ワイヤ表面に酸素や硫黄が吸着している場合には、
塩酸等による酸洗処理を行った。その後、２００℃～５００℃の中間熱処理と伸線加工を
繰返し行うことによって最終線径がφ１５μｍ～φ２５μｍになるまで加工した。伸線に
は市販の潤滑液を用い、伸線時のワイヤ送り速度は２０ｍ／分～３００ｍ／分とした。中
間熱処理はＡｒガス雰囲気中にワイヤを連続的に通した。中間熱処理時のワイヤの送り速
度は２０ｍ／分～２００ｍ／分とした。
【００４８】
　ここで、２００℃～５００℃の中間熱処理の回数を変更することで、ワイヤ表面から深
さ２０～３０ｎｍの第２元素原子比率に対して、０～１０ｎｍの領域における第２元素原
子比率の比（Ｘ0-10nm／Ｘ20-30nm）を調整した。中間熱処理の回数を増やすほど、Ｘ0-1

0nm／Ｘ20-30nmを高くすることが可能である。好ましい条件として中間熱処理温度が１回
目は２００℃～３３０℃、２回目は２５０℃～４００℃、３回目以降は３５０℃～５００
℃の範囲で行った。これらの熱処理によって添加した元素がボンディングワイヤの表面に
拡散するものである。
【００４９】
　また、中間熱処理を実施する線径を振ることで、ワイヤの平均結晶粒径を調整した。好
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ましい条件として、中間熱処理を実施する線径をφ５０μｍ～φ１００μｍ以上とするこ
とで、ワイヤ軸に垂直な方向の断面における平均結晶粒径を０．２μｍ～３．５μｍにし
た。再結晶時の結晶粒成長を制御できる効果によるものである。
【００５０】
　さらに、伸線時のワイヤ送り速度と中間熱処理の温度を調整することにより、＜１００
＞存在比率を調整した。好ましい条件として、伸線時のワイヤ送り速度を２００～３００
ｍ／分とし、中間熱処理の温度を２００～３００℃とすることで＜１００＞存在比率を３
０％以上に増加させた。なお、本技術は中間熱処理を複数回行う場合においても有効であ
る。
【００５１】
　伸線加工後のワイヤは最終的に破断伸びが約９～１５％になるよう最終熱処理を実施し
た。最終熱処理は中間熱処理と同様の方法で行った。最終熱処理時のワイヤの送り速度は
中間熱処理と同様に２０ｍ／分～２００ｍ／分とした。最終熱処理温度は２００℃～６０
０℃で熱処理時間は０．２秒～１．０秒とした。ここで、実施例の一部について、最終熱
処理後に追加熱処理を３５０℃～５００℃で０．２秒～０．５秒間実施することで、ワイ
ヤ表面から深さ１～１０ｎｍ（ワイヤ表層下部）の第２元素原子比率に対して、深さ０～
１ｎｍ（ワイヤ表層部）の第２元素原子比率を（Ｘ0-1nm／Ｘ1-10nm）を１．１倍以上に
制御した。
【００５２】
　ボンディングワイヤに含まれる元素の濃度分析は、ＩＣＰ発光分光分析装置によって行
った。ボンディングワイヤの表面に酸素や炭素などの元素が吸着している場合には、解析
を行う前に表面から２ｎｍの領域をスパッタ等で削ってから濃度測定を行った。
【００５３】
　ボンディングワイヤ表面から深さ方向の濃度分析は、オージェ電子分光分析装置によっ
て行った。まず、ボンディングワイヤの表面からスパッタ等で削りながら濃度測定を行い
、深さ方向の濃度プロファイルを取得した。例えば、濃度プロファイルを取得する対象の
元素はＡｇと第１～３元素群で添加した元素とすればよい。ワイヤ表面から深さ０～１ｎ
ｍの領域（ワイヤ表層部）、１ｎｍ～１０ｎｍの領域（ワイヤ表層下部）、０～１０ｎｍ
の領域（ワイヤ表面部）、２０ｎｍ～３０ｎｍ（ワイヤ内部）の領域に分けて、各領域に
おけるそれぞれの元素の含有量を決定した。ワイヤ表面を含む領域（この場合ではワイヤ
表面から深さ０～１０ｎｍの領域及びワイヤ表面から深さ２０～３０ｎｍの領域）をオー
ジェ電子分光分析装置で評価するとき、ワイヤ表面に付着した炭素などの非金属元素も分
析される。そのため、分析された全元素を分母として合金元素含有量を算出すると、実際
にワイヤの表面付近では、ワイヤ中に含有する合金元素含有量よりも少ない値として評価
される。ここでは、ワイヤ表面を含む表面付近（以下、表面付近という。）の合金元素含
有量を評価するにあたっては、分母として分析された金属元素のみの総計を用いることと
し、非金属元素は分母から排除した。これによって、ワイヤ表面付近の合金元素含有量を
誤差なく評価することができる。
【００５４】
　そして、ワイヤ表面部における金属元素の総計原子数に対するＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの第２
元素原子比率をＸ0-10nm、ワイヤ内部における第２元素原子比率をＸ20-30nmとして、そ
の比であるＸ0-10nm／Ｘ20-30nmを「表層組成比１」として表２－１、表２－２に示した
。また、ワイヤ表層部における金属元素の総計原子数に対するＩｎ，Ｇａ，Ｃｄの中から
選ばれた少なくとも１つ以上の元素の第２元素原子比率をＸ0-1nm、ワイヤ表層下部にお
ける第２元素原子比率をＸ1-10nmとして、その比であるＸ0-1nm／Ｘ1-10nmを「表層組成
比２」として表２－１、表２－２に示した。
【００５５】
　ワイヤ軸に垂直方向の断面における平均結晶粒径の評価において、ワイヤ断面を露出さ
せる方法は機械研磨によって行った。ＥＢＳＤを用い、隣り合う測定点間の結晶方位差を
求め、方位差が１５度以上のものを大傾角粒界と定義し、大傾角粒界に囲まれた領域を１
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つの結晶粒とした。結晶粒径は、専用の解析ソフトによって面積を算出し、その面積を円
と仮定したときの直径として、表２－１、表２－２の「平均結晶粒径」の欄に示した。
【００５６】
　ワイヤ軸に平行な断面の結晶方位の評価において、ボンディングワイヤの断面を露出さ
せる方法としては、機械研磨を用いた。ボンディングワイヤの断面の結晶方位はＥＢＳＤ
法を用いて評価した。＜１００＞存在比率は、ＥＢＳＤを用いた結晶方位の測定領域の面
積に対して、ボンディングワイヤのワイヤ軸方向に対して角度差が１５度以下である＜１
００＞結晶方位を有する領域が占める面積の比率を算出することによって求め、表２－１
、表２－２の「結晶方位比」の欄に示した。前記測定領域は、ワイヤ軸を含むワイヤ軸に
平行な断面であって、長手方向をワイヤ軸方向で１００μｍ以下、短手方向をワイヤ全体
（ワイヤ直径と略同じ長さ）とした。
【００５７】
　ボールボンディング部の各種評価を行うためのサンプルは、一般的な金属フレーム上の
Ｓｉ基板に厚さ１．０μｍのＡｌ膜を成膜した電極に、市販のワイヤボンダーを用いてボ
ール接合を行うことによって作製した。ボールはＮ2＋５％Ｈ2ガスを流量０．４Ｌ／ｍｉ
ｎ～０．６Ｌ／ｍｉｎで流しながら形成し、ボール径はワイヤ線径に対して１．５倍～１
．６倍の範囲とした。
【００５８】
　ボールボンディングを行ったときのボール部接合界面（Ａｌ電極とボール部との接合界
面）におけるＡｇ－Ａｌ金属間化合物層の評価方法について説明する。ボール部接合界面
に形成される金属間化合物層は、層の厚さが非常に薄いため、そのままでは顕微鏡でも観
察が難しい。そこで本発明が採用する評価では、ボールボンディングを行ったサンプルに
ついて１８０℃×４時間の熱処理を行った。この熱処理によって、ボール部接合界面のう
ち、金属間化合物層が形成されている部分については当該金属間化合物がさらに成長して
光学顕微鏡での評価が可能になる。一方でボール部接合界面のうちでボンディング時に金
属間化合物層が形成されていない部分については、熱処理を行っても金属間化合物が新た
に形成されることはない。従って、１８０℃×４時間の熱処理を行っても金属間化合物層
の範囲は変化せず、より観察しやすくなるために確実に評価が可能となる。評価について
は、熱処理を行った後にボンディングワイヤとボール部を酸溶解してボール部接合界面を
露出させ、露出したボール部接合界面におけるＡｇ－Ａｌ金属間化合物を光学顕微鏡で観
察し、画像解析によって金属間化合物形成面積率を求める。ここで金属間化合物形成面積
率とは、ボール部接合界面の全面積に対する金属間化合物層の面積が占める比率（％）で
ある。金属間化合物形成面積率が８０％以下であれば×（不可）、８０％超９０％以下で
あれば△（可）、９０％超９５％以下であれば○（良）、９５％超であれば◎（優）とし
た。○と◎が合格である。結果を表２－１、表２－２の「金属間化合物層形成性」の欄に
示した。
【００５９】
　低ループ特性については、評価用のリードフレームに、ループ長１ｍｍ、ループ高さ６
０μｍで１００本ボンディングした。次いで、ボール接合部のネック損傷の有無をＳＥＭ
（走査型電子顕微鏡）にて評価した。ボール接合部のネック部分に亀裂が生じたり、ネッ
ク部分が変形してワイヤが細くなっていたりしている場合、ネック損傷有りとした。１０
０本のうち、ネック損傷有りが３本以上であれば×（不可）、２本は△（可）、１本は○
（良）、０本は◎（優）とした。○と◎が合格である。結果を表２－１、表２－２の「低
ループ特性」の欄に示した。
【００６０】
　リーニング評価については、評価用のリードフレームに、ループ長５ｍｍ、ループ高さ
０．５ｍｍで１００本ボンディングした。評価方法として、チップ水平方向からワイヤ直
立部を観察し、ボール接合部の中心を通る垂線とワイヤ直立部との間隔が最大であるとき
の間隔（リーニング間隔）で評価した。リーニング間隔がワイヤ径よりも小さい場合には
リーニングは良好、大きい場合には直立部が傾斜しているためリーニングは不良であると
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判断した。１００本のボンディングしたワイヤを光学顕微鏡で観察し、リーニング不良の
本数を数えた。不良が０本を◎（優）、１～３本を○（良）、４～５本を△（可）、６本
以上を×（不可）とした。○と◎が合格である。結果を表２－１、表２－２の「リーニン
グ特性」の欄に示した。
【００６１】
　ＦＡＢ形状については、市販のワイヤボンダーでボンディングワイヤにボール接合用の
ボール（ＦＡＢ）を形成し、その状態でＳＥＭを用いてＦＡＢ形状を観察した。合計１０
０個のＦＡＢを形成して評価を行った。真球状のものを良好、偏芯、異形のものを不良と
した。不良が０個を◎（優）、１～５個を○（良）、６～１０個を△（可）、１１個以上
を×（不可）とした。○と◎が合格である。結果を表２－１、表２－２の「ＦＡＢ形状」
の欄に示した。
【００６２】
　接合信頼性評価用のサンプルは、前記ボールボンディングを行った後、市販のエポキシ
樹脂によって封止して作製した。高温高湿環境における接合信頼性は、不飽和型プレッシ
ャークッカー試験機を使用し、温度１３０℃、相対湿度８５％の高温高湿環境に暴露した
時のボール接合部の接合寿命によって判定した。ボール接合部の接合寿命は１００時間毎
にボール接合部のシェア試験を実施し、シェア強度の値が初期に得られたシェア強度の１
／３となる時間とした。高温高湿試験後のシェア試験は、酸処理によって樹脂を除去して
、ボール接合部を露出させてから行った。シェア試験機はＤＡＧＥ社製の微小強度試験機
を用いた。シェア強度の値は無作為に選択したボール接合部の１０か所の測定値の平均値
を用いた。上記の評価において、接合寿命が３００時間未満であれば実用上問題があると
判断し×(不可)、３００以上５００時間未満であれば、実用上問題ないと判断し△(可)、
５００時間以上であれば特に優れていると判断し○（良）、１０００時間以上であれば◎
（優）と表記した。結果を表２－１、表２－２の「ＨＡＳＴ」の欄に示した。
【００６３】
　チップダメージ性能の評価は、前記ボールボンディングを行ったサンプルについて、ボ
ール接合部直下のＳｉ基板を光学顕微鏡で観察することによって行った。Ｓｉ基板に、き
裂が見られた場合は不良と判定した。１００箇所観察し、不良が１箇所以上あれば実用上
問題があると判断し×(不可)、不良が全く発生しなければ特に優れていると判断し○（良
）と表記した。結果を表２－１、表２－２の「チップダメージ」の欄に示した。
【００６４】
　ボンディングワイヤの使用寿命の評価は、ボンディングワイヤを大気雰囲気に一定期間
放置した後、接合を行い、良好なボール形成ができているか、ボール接合部およびウェッ
ジ接合部において良好な接合状態が得られているかどうかを評価した。ボール形成の判定
は、１００個のボールを光学顕微鏡で観察し、真球性の低いボールや表面に凹凸のあるボ
ールが５個以上あれば不良と判定した。ボールの形成条件は、Ｎ2＋５％Ｈ2ガスを使用し
てガス流量０．４～０．６Ｌ／ｍｉｎ、ボールの直径はワイヤ線径の１．５～１．６倍の
範囲とした。ボール接合部およびウェッジ接合部において良好な接合状態が得られている
かの判定は、市販のワイヤボンダーを用いて１０００回の接合を連続的に行って判定した
。ボール接合部やウェッジ接合部を光学顕微鏡で観察し、剥離などの不良が３本以上発生
した場合は不良と判定した。放置期間が１２か月未満で上記のいずれかの不良が発生した
場合は実用上問題があると判断し×（不可）、放置期間が１２か月経過後１８か月未満の
間に不良が発生した場合は実用上問題がないと判断し△（可）、放置期間が１８か月経過
後２４か月未満の間に不良が発生した場合は優れていると判断し○（良）、放置期間が２
４か月経過後も不良が全く発生しなければ特に優れていると判断し◎（優）と表記した。
結果を表２－１、表２－２の「使用寿命」の欄に示した。
【００６５】
　ウェッジ接合性の評価は、Ａｇめっきを施した一般的な金属フレームを用い、市販のワ
イヤボンダーを用いてウェッジ接合を行い、ウェッジ接合部を観察することで行った。接
合条件は一般的に用いられる接合条件を用いた。５０本のウェッジ接合部を光学顕微鏡で
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判断し×（不可）、剥離が３～４個であれば実用上問題がないと判断し△（可）、剥離が
１～２個であれば優れていると判断し○（良）、不良が全く発生しなければ特に優れてい
ると判断し◎（優）と表記した。結果を表２－１、表２－２の「ウェッジ接合性」の欄に
示した。
【００６６】
　ボンディングワイヤの繰り出し性能の評価は、一般的な接合条件で接合を行った後、ル
ープ部分のボンディングワイヤを走査型顕微鏡で観察し、直径を測定して、接合前のボン
ディングワイヤに対する直径の減少率を求めることで行った。減少率が８０％以下であれ
ば不良と判定した。３０本のボンディングワイヤを観察し、不良が５本以上あれば実用上
問題があると判断し×（不可）、不良が３～４本であれば実用上問題がないと判断し△（
可）、不良が１～２本であれば優れていると判断し○（良）、不良が全く発生しなければ
特に優れていると判断し◎（優）と表記した。結果を表２－１、表２－２の「ワイヤ繰出
し性能」の欄に示した。
【００６７】
　キャピラリの使用寿命は、使用前後でキャピラリの先端の孔を観察し、キャピラリの先
端の孔の磨耗量によって評価した。接合条件は一般的な条件とし、ボンディングワイヤを
３０００回接合後のキャピラリを観察して、実用上問題がなくても摩耗が確認された場合
は△（可）、磨耗がなければ○（良）、さらに１００００回接合後のキャピラリを観察し
て、磨耗がなければ優れていると判断し◎（優）と表記した。結果を表２－１、表２－２
の「キャピラリ使用寿命」の欄に示した。
【００６８】
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【表１－１】

【００６９】
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【表１－２】

【００７０】
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【表２－１】

【００７１】
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【表２－２】

【００７２】
　表１－１、表１－２、表２－１、表２－２に実施例を示す。本発明に係るものは、いず
れの品質指標においても良好な結果を得ることができた。
【００７３】
　表１－２、表２－２の比較例Ｎｏ．１０１～１１７が比較例である。また、比較例にお
いて評価欄が空欄であるものについては、評価を行っていない。比較例Ｎｏ．１０１～１
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０３は第１元素群を含有せず、比較例Ｎｏ．１１１～１１３は第１元素群の含有量が本発
明の下限を外れ、比較例Ｎｏ．１１４～１１７は第１元素群の含有量が本発明の上限を外
れ、いずれも、金属間化合物層形成性、低ループ特性、リーニング特性、ＦＡＢ形状が不
良であった。
【００７４】
　比較例Ｎｏ．１０４～１０７は第２元素群の含有量が本発明の下限を外れ、ＨＡＳＴ成
績が不良であった。比較例Ｎｏ．１０８～１１０は第２元素群の含有量が本発明の上限を
外れ、チップダメージが不良であった。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、半導体装置に利用することができる。すなわち、本発明に係るボンディング
ワイヤは、半導体素子上の電極と外部リード等の回路配線基板の配線を接続するために利
用することができる。
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